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目黒区エコプラザ指定管理者運営評価委員会要綱 

令和６年４月１日付け目環環第５０１８号決定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、目黒区付属機関の設置に関する条例（令和６年３月目黒区条例第９

号）第３条の規定に基づき、目黒区エコプラザ指定管理者運営評価委員会（以下「委員

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 指定管理者が行った管理運営業務の評価に関すること。 

(2) 評価基準に関すること。 

(3) その他指定管理者制度に関し、委員長が必要と認めること。 

（組織及び委員の構成） 

第３条 評価委員会は、次の各号に掲げる委員４人以内をもって構成する。ただし、指定

管理団体及び指定管理団体との関係において利害関係を有する組織の代表者及び役員又

はこれに準ずる者（相談役、顧問その他名称の如何を問わず、経営上の支配力を有する

者を含む）は、委員になることができない。 

(1) 環境に関する学識を有する者 

(2) 経営に関する学識を有する者 

(3) 区内関係団体の構成員 

２ 前項の委員は、区長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、区長から諮問のあった事項についての審議が終わるまでの期間とする。 

４ 評価委員会に委員長及び副委員長を各１人置き、委員の中から互選で決定する。 

５ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（守秘義務） 

第４条 評価委員会の委員は、会議及び評価の過程を通じて知り得た秘密を第三者に漏ら

してはならない。その職を解かれた場合も同様とする。 

（会議） 

第５条 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 評価委員会の会議は、非公開とする。ただし、評価委員会が公開する必要があると認

めるときは、会議の一部又は全部を公開することができる。 

（招集） 

第６条 評価委員会は、委員長が招集する。 

（意見聴取等） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求

め、意見を聴き、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 
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（除斥） 

第８条 委員は、直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができな

い。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。 

（事務局） 

第９条 評価委員会の事務局は、環境清掃部環境保全課が担当する。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会が行う評価の方法及び評価委員会の

運営に必要な事項は別に定める。 

 付 則（平成１８年７月２４日付け１８目環環第２５５号決定） 

この要綱は、平成１８年７月２４日から施行する。 

付 則（平成２１年５月１１日付け２１目環環第３８９号決定） 

この要綱は、平成２１年５月１１日から施行する。 

付 則（平成２２年５月７日付け２２目環環第３３７号決定） 

この要綱は、平成２２年５月７日から施行する。 

  付 則（平成２７年４月１日付け目環環第３０７号決定） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  付 則（令和６年４月１日付け目環環第５０１８号決定） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 


